
1 ：

2 ：

3 ：随 意 契 約 理 由

随意契約理由書

請 負 業 者 名 株式会社大林組

工 事 件 名 賢所等改修第８回工事

本工事は，正倉院事務所ほか新築工事からの継続工事であ
り，一体の構造物の構築等を目的とする工事であること及び
前回工事と本工事の施工者が異なる場合は瑕疵担保責任の範
囲が不明確になる等密接不可分な関係にあることから，一貫
した施工が技術的に必要と判断され，工期の短縮，経費の節
減，安全・円滑かつ適切な施工を確保するうえでも前回工事
施工者以外の者に施工させることが不利と認められる。

以上の理由により，会計法第２９条の３第４項，予決令第
１０２条の４第４号イに基づき，株式会社淺沼組と随意契約
を締結することとしたい。

本工事は，正倉院事務所ほか新築工事からの継続工事であ
り，一体の構造物の構築等を目的とする工事であること及び
前回工事と本工事の施工者が異なる場合は瑕疵担保責任の範
囲が不明確になる等密接不可分な関係にあることから，一貫
した施工が技術的に必要と判断され，工期の短縮，経費の節
減，安全・円滑かつ適切な施工を確保するうえでも前回工事
施工者以外の者に施工させることが不利と認められる。

以上の理由により，会計法第２９条の３第４項，予決令第
１０２条の４第４号イに基づき，株式会社淺沼組と随意契約
を締結することとしたい。

本工事は，皇居山里門石垣修復工事からの継続工事であ
り，残石垣と遺構の解体，及び解体した石垣を在来工法に基
づき復元させることを目的とする工事である。

皇居は周知の埋蔵文化財包蔵地であるため，石垣修復につ
いては，基本的に既存構造通りに復元することが文化財的見
地から求められている。

このことにより，前回工事の石垣の解体時には，遺構等の
調査や石垣の詳細な調査も平行して実施しており，そのデー
タに基づき修復を行うものであり，解体と修復が密接不可分
な関係にあることから，一貫した施工が技術的に必要と判断
される。さらに，工期の短縮，経費の節減，安全・円滑かつ
適切な施工を確保するうえでも前回工事施工者以外の者に施
工させることが不利と認められるため。（会計法第２９条の
３第４項）

本件工事は，賢所等改修工事の継続工事である。
賢所等施設は，明治２１年に創建された築１１５年以上の

歴史を持つ，賢所，皇霊殿，神殿の総称である宮中三殿を中
心とした貴重な木造建築物であり，宮内庁が維持管理する最
も重要な施設の一つであるため，施工にあたっては，当庁に
おける施工実績を十分に有し，かつ，施工場所が皇居の特別
地域内にあることから，御動静等の際に支障をきたさぬよう
工事を中断するなどの臨機応変な現場対応ができる施工監理
能力を有すること等が必須の条件である。本件工事に先だっ
て行われた賢所等改修工事において，これまで賢所等施設の
主たる建築工事や御所等当庁における重要な施設の工事を請
け負った実績を有するなど，これらの条件を全て満たす㈱大
林組と随意契約を締結したものである。

また，本件工事は前回工事に引き続き施工される工事で，
前工事施工者に施工させた場合は経費の節減が確保できるこ
と，さらに，前工事と本件工事とが一体の施設の整備等を目
的とし，かつ，前工事と本件工事の施工者が異なる場合は，
瑕疵担保責任の範囲が不明確となる等密接不可分な関係にあ
るため，一貫した施工が技術的に必要とされる工事でもある
ため。（会計法第２９条の３第４項）



1 契 約 年 月 日

2 請 負 業 者 名

3 請 負 業 者 の 住 所

4 工 事 件 名

5 工 事 場 所

6 工 事 種 別

7 工 事 概 要

8 工 期（自）

9 工 期（至）

落札率

10 予 定 価 格 円 円

見 積 金 額 円 円

（税込み） （税抜き）

71,032,500
99.77 ％

67,650,000

70,875,000 67,500,000

随意契約調書

21 年 4 月 1 日平成

賢所等改修第８回工事

東京都千代田区千代田（皇居内）

株式会社大林組東京本社

東京都港区港南２丁目１５番２号

建築一式工事

改修工事一式

平成 21 年

31 日

4 月 1 日

3 月平成 22 年



1 ：

2 ：

3 ：随 意 契 約 理 由

随意契約理由書

請 負 業 者 名 清水建設株式会社

工 事 件 名 東宮御所配管設備改修ほか第３回工事

本件工事は，賢所等施設のうち，賢所，皇霊殿，神殿の総
称である宮中三殿を中心とした改修工事であり，平成１６年
度に実施した耐震劣化診断詳細調査の結果，各所に著しい劣
化が判明したため，耐震補強も含めた施設の維持保存のため
に行われるものである。

賢所等施設は，明治２１年に創建された築１１５年以上の
歴史を持つ貴重な木造建築物であり，また，宮中三殿は，皇
位とともに継承される御由緒物であり，宮中における極めて
重要な祭祀が執り行われる場所でもあることから，宮内庁が
維持管理する最も重要な施設の一つである。

施工にあたっては，以下の４点が必須の条件となる。
①当庁における施工実績を十分に有すること。
②施行場所が皇居の特別地域内にあることから，御動

静等の際に支障をきたさぬよう工事を中断するなど
の臨機応変な現場対応ができる施工監理能力を有す
ること。

③創建時の建築様式を十分理解しているとともに，熟
練した高度な専門的技術を有すること。

④宮中における極めて重要な祭祀が執り行われる場所
でもあることから，確実な情報管理能力を有するこ
と。

株式会社大林組は，これまで賢所等施設の主たる建築工事
や御所等当庁における重要な施設の工事を請け負った実績を
有し，また，江戸・明治期に創建された歴史的に貴重な当庁
の木造建築物の改修工事については，これまで同社のみが請
け負い，その工事の仕上がりについても申し分がないなど，
本件工事の施工に必要な条件を全て満たす唯一の業者であ
る。

以上の理由により，会計法第２９条の３第４項の規定に基
づき，株式会社大林組と随意契約を締結するものである。

本件工事は，賢所等改修工事の継続工事である。
賢所等施設は，明治２１年に創建された築１１５年以上の

歴史を持つ，賢所，皇霊殿，神殿の総称である宮中三殿を中
心とした貴重な木造建築物であり，宮内庁が維持管理する最
も重要な施設の一つであるため，施工にあたっては，当庁に
おける施工実績を十分に有し，かつ，施工場所が皇居の特別
地域内にあることから，御動静等の際に支障をきたさぬよう
工事を中断するなどの臨機応変な現場対応ができる施工監理
能力を有すること等が必須の条件であり，本件工事に先だっ
て行われた賢所等改修工事において，これまで賢所等施設の
主たる建築工事や御所等当庁における重要な施設の工事を請
け負った実績を有するなど，これらの条件を全て満たす㈱大
林組と随意契約を締結したものである。

また，本件工事は前工事に引き続き施工される工事で，前
工事施工者に施工させた場合は経費の節減が確保できるこ
と，さらに，前工事と本件工事とが一体の施設の整備等を目
的とし，かつ，前工事と本件工事の施工者が異なる場合は，
瑕疵担保責任の範囲が不明確となる等密接不可分な関係にあ
るため，一貫した施工が技術的に必要とされる工事でもあ
る。

以上の理由により，会計法第２９条の３第４項の規定に基
づき，株式会社大林組と随意契約を締結するものである。

本工事は，前回工事からの継続工事であり，建物一体の機
械設備の構築を目的とする工事であること，前回工事と本工
事の施工者が異なる場合は瑕疵担保責任の範囲が不明確にな
る等密接不可分な関係にあることから，一貫した施工が技術
的に必要と判断され，工期の短縮，経費の節減，安全・円滑
かつ適切な施工を確保するうえでも前回工事施工者以外の者
に施工させることが不利と認められるため。（会計法第２９
条の３第４項）

本工事は，東宮御所配管設備改修ほか工事からの継続工事
であり，一体の施設の改修及び増築等を目的とする工事であ
る。

前回工事と本工事の施工者が異なる場合は瑕疵担保責任の
範囲が不明確になる等密接不可分な関係にあることから，一
貫した施工が技術的に必要と判断され，工期の短縮，経費の
節減，安全・円滑かつ適切な施工を確保するうえでも前回工
事施工者以外の者に施工させることが不利と認められるた
め。（会計法第２９条の３第４項）



1 契 約 年 月 日

2 請 負 業 者 名

3 請 負 業 者 の 住 所

4 工 事 件 名

5 工 事 場 所

6 工 事 種 別

7 工 事 概 要

8 工 期（自）

9 工 期（至）

10 請 負 金 額

落札率

11 予 定 価 格 円 円

見 積 金 額 円 円
％

284,550,000 271,000,000

285,495,000 271,900,000
99.66

（税抜き）

284,550,000 円

（税込み）

随意契約調書

21 年 4 月 1 日平成

東宮御所配管設備改修ほか第３回工事

東京都港区元赤坂（赤坂御用地内）

清水建設株式会社

東京都港区芝浦一丁目２番３号

建築一式工事

東宮御所改修工事ほか各一式

平成 21 年

30 日

4 月 1 日

9 月平成 21 年



1 ：

2 ：

3 ：随 意 契 約 理 由

随意契約理由書

請 負 業 者 名 清水建設株式会社

工 事 件 名 東宮御所太陽光発電設備整備ほか工事

本工事は，東宮御所事務棟屋根上に太陽光発電設備を整備
する工事であり，また，東宮御所公室棟各所の経年劣化箇所
等の修繕を施す工事である。

本工事は東宮御所配管設備改修ほか工事と施工箇所が重
複，錯綜する工事であり，現在施工中の工事と本工事の施工
者が異なる場合は瑕疵担保責任の範囲が不明確になる等密接
不可分な関係にあることから，一貫した施工が技術的に必要
と判断され，工期の短縮，経費の節減，安全・円滑かつ適切
な施工を確保するうえでも東宮御所配管設備改修ほか工事の
施工者以外の者に施工させることが不利と認められるため。
（会計法第２９条の３第４項）



1 契 約 年 月 日

2 請 負 業 者 名

3 請 負 業 者 の 住 所

4 工 事 件 名

5 工 事 場 所

6 工 事 種 別

7 工 事 概 要

8 工 期（自）

9 工 期（至）

10 請 負 金 額

落札率

11 予 定 価 格 円 円

見 積 金 額 円 円

（税込み）

99.90 ％
31,710,000

（税抜き）

30,200,000

31,741,500 30,230,000

随意契約調書

21 年 5 月 27 日平成

東宮御所太陽光発電設備整備ほか工事

東京都港区元赤坂（赤坂御用地内）

清水建設株式会社

東京都港区芝浦一丁目２番３号

建築一式工事

東宮御所太陽光発電設備整備工事ほか各一式

平成 21 年

30 日

5 月 28 日

31,710,000 円

平成 21 年 9 月



1 ：

2 ：

3 ：随 意 契 約 理 由

随意契約理由書

請 負 業 者 名 株式会社大林組

工 事 件 名 御所機械設備更新ほか工事

本工事は，御所屋外機械置場に設置の空気調和設備（貫流
蒸気ボイラ），給水設備（受水槽・給水加圧ポンプ）及び関
連設備（自動制御設備及び電気設備）の経年劣化による更新
並びに各所手洗所内に設置の衛生器具設備（温水洗浄便座）
の更新，事務棟照明器具改修・床改修等を行う工事である。

本工事は，両陛下の御生活において重要な設備である空調
設備・給水設備・衛生器具設備の更新等を行うことから，両
陛下の御生活への影響を最小限とするため，御留守期間等の
限られた時間内に既存システムとの整合性を保ち，安全性や
機能性を損なうことなく，確実に施工を完了するためには，
施設の形状等を熟知し，高度な施工監理能力を持った者に施
工させる必要がある。

㈱大林組は，御所新築工事を請け負った共同企業体の幹事
会社であり，かつ，御所の改修工事を施工した実績を有し，
工期の短縮，安全・円滑かつ適切な施工を確実に実施するこ
とができる唯一の会社であるため。
（会計法第２９条の３第４項）



1 契 約 年 月 日

2 請 負 業 者 名

3 請 負 業 者 の 住 所

4 工 事 件 名

5 工 事 場 所

6 工 事 種 別

7 工 事 概 要

8 工 期（自）

9 工 期（至）

落札率

10 予 定 価 格 円 円

見 積 金 額 円 円

随意契約調書

21 年 6 月 9 日平成

御所機械設備更新ほか工事

東京都千代田区千代田（皇居内）

株式会社大林組東京本社

東京都港区港南２丁目１５番２号

建築一式工事

御所機械設備更新工事ほか各一式

平成 21 年 6 月 10 日

平成 21 年 12 月 25 日

（税込み） （税抜き）

43,911,000 41,820,000
98.03 ％

43,050,000 41,000,000



1 ：

2 ：

3 ：随 意 契 約 理 由

随意契約理由書

請 負 業 者 名 株式会社竹中工務店東京本店

工 事 件 名 三笠宮邸機械設備更新ほか工事

本工事は，東宮御所配管設備改修ほか工事からの継続工事
であり，一体の施設の改修及び増築等を目的とする工事であ
る。

前回工事と本工事の施工者が異なる場合は瑕疵担保責任の
範囲が不明確になる等密接不可分な関係にあることから，一
貫した施工が技術的に必要と判断され，工期の短縮，経費の
節減，安全・円滑かつ適切な施工を確保するうえでも前回工
事施工者以外の者に施工させることが不利と認められるた
め。（会計法第２９条の３第４項）



1 契 約 年 月 日

2 請 負 業 者 名

3 請 負 業 者 の 住 所

4 工 事 件 名

5 工 事 場 所

6 工 事 種 別

7 工 事 概 要

8 工 期（自）

9 工 期（至）

10 請 負 金 額

落札率

11 予 定 価 格 円 円

見 積 金 額 円 円

（税込み）

99.89 ％
41,580,000

（税抜き）

39,600,000

41,622,000 39,640,000

随意契約調書

21 年 6 月 9 日平成

三笠宮邸機械設備更新ほか工事

東京都港区元赤坂（赤坂御用地内）

株式会社竹中工務店東京本店

東京都江東区新砂１丁目１番１号

建築一式工事

機械室改修工事ほか各一式

平成 21 年

9 日

6 月 10 日

41,580,000 円

平成 21 年 10 月



1 ：

2 ：

3 ：随 意 契 約 理 由

随意契約理由書

請 負 業 者 名 株式会社竹中工務店

工 事 件 名 宮殿正殿保全整備工事

本工事は，正殿ブラインドシャッター改修，正殿報道室電
動パネル壁修繕を行う工事である。

宮殿は，国家的行事の行われる国を象徴する建物という特
殊性から，昭和３５年１月２９日にその造営工事について閣
議決定されたものであり，昭和３９年７月１日から着工した
造営工事に先立っての業者選定において，宮殿という他に類
例を見ない芸術的特殊建造物であることから，造営工事の優
秀性及び確実性確保のために当時の建設業界において最高の
実績を有し，かつ，資力・信用・技術が他業者と隔絶してい
る共同企業体５社（㈱大林組，鹿島建設㈱，清水建設㈱，大
成建設㈱，㈱竹中工務店）と随意契約を締結することが決定
され，その施工にあたっては，共同企業体５社がそれぞれの
工事区分の範囲について責任をもって竣工したものである。

㈱竹中工務店は，本工事における責任区分の範囲におい
て，宮殿造営当時から施工管理し，その状況を十分熟知し現
在に至っていることから，本工事を安全かつ確実に実施する
ことのできる唯一の業者であるため。
（会計法第２９条の３第４項）



1 契 約 年 月 日

2 請 負 業 者 名

3 請 負 業 者 の 住 所

4 工 事 件 名

5 工 事 場 所

6 工 事 種 別

7 工 事 概 要

8 工 期（自）

9 工 期（至）

落札率

10 予 定 価 格 円 円

見 積 金 額 円 円

随意契約調書

21 年 6 月 29 日平成

宮殿正殿保全整備工事

東京都千代田区千代田（皇居内）

株式会社竹中工務店東京本店

東京都江東区新砂１丁目１番１号

建築一式工事

宮殿正殿保全整備ほか各一式

平成 21 年 6 月 30 日

平成 21 年 10 月 30 日

（税込み）

－ ％
18,375,000

（税抜き）

17,500,000

非公表 非公表



1 ：

2 ：

3 ：随 意 契 約 理 由

随意契約理由書

請 負 業 者 名 鹿島建設株式会社

工 事 件 名 宮殿豊明殿ほか保全整備工事

本工事は，宮殿豊明殿電動ベネシャンブラインド取替，設
備管制所エアコン取付，豊明殿大膳手洗所衛生設備改修を行
う工事である。

宮殿は，国家的行事の行われる国を象徴する建物という特
殊性から，昭和３５年１月２９日にその造営工事について閣
議決定されたものであり，昭和３９年７月１日から着工した
造営工事に先立っての業者選定において，宮殿という他に類
例を見ない芸術的特殊建造物であることから，造営工事の優
秀性及び確実性確保のために当時の建設業界において最高の
実績を有し，かつ，資力・信用・技術が他業者と隔絶してい
る共同企業体５社（㈱大林組，鹿島建設㈱，清水建設㈱，大
成建設㈱，㈱竹中工務店）と随意契約を締結することが決定
され，その施工にあたっては，共同企業体５社がそれぞれの
工事区分の範囲について責任をもって竣工したものである。

鹿島建設㈱は，本工事における責任区分の範囲において，
宮殿造営当時から施工管理し，その状況を十分熟知し現在に
至っていることから，本工事を安全かつ確実に実施すること
のできる唯一の業者であるため。
（会計法第２９条の３第４項）



1 契 約 年 月 日

2 請 負 業 者 名

3 請 負 業 者 の 住 所

4 工 事 件 名

5 工 事 場 所

6 工 事 種 別

7 工 事 概 要

8 工 期（自）

9 工 期（至）

落札率

10 予 定 価 格 円 円

見 積 金 額 円 円

（税込み）

81.14 ％
7,875,000

（税抜き）

7,500,000

9,705,150 9,243,000

平成 21 年 9 月 30 日

7 月 4 日平成 21 年

建築一式工事

宮殿豊明殿ほか保全整備一式

鹿島建設株式会社東京建築支店

東京都港区元赤坂一丁目３番８号

宮殿豊明殿ほか保全整備工事

東京都千代田区千代田（皇居内）

随意契約調書

21 年 7 月 3 日平成



1 ：

2 ：

3 ：随 意 契 約 理 由

随意契約理由書

請 負 業 者 名 清水建設株式会社

工 事 件 名 秋篠宮邸改修工事

本工事は，秋篠宮邸において手狭になっている収納・作業
スペースの確保のため，既存室の模様替えを行い，収納室新
設及び作業室改修を行う工事である。また，経年劣化に伴う
応接室の内装改修（壁裂地張替）工事も併せて行う。

本工事の施工場所は，宮邸内における御生活に直接関わる
部分であるため，御生活への影響を最小限にとどめつつ，御
留守中を含め御在殿中にも調査及び施工を完了することを求
められ，また既存施設との意匠の整合性を保ち，確実に施工
を完了するため，施設の形状等を熟知し，高度な施工管理能
力を持った者に施工させる必要がある。

清水建設㈱は，当該施設の新築（旧秩父宮邸）及び増築・
改修（秋篠宮邸）工事を施工した実績を有し，工期の短縮，
安全・円滑かつ適切な施工を確実に実施することができる唯
一の会社であるため。（会計法第２９条の３第４項）



1 契 約 年 月 日

2 請 負 業 者 名

3 請 負 業 者 の 住 所

4 工 事 件 名

5 工 事 場 所

6 工 事 種 別

7 工 事 概 要

8 工 期（自）

9 工 期（至）

10 請 負 金 額

落札率

11 予 定 価 格 円 円

見 積 金 額 円 円

（税込み）

97.50 ％
16,800,000

（税抜き）

16,000,000

17,230,500 16,410,000

随意契約調書

21 年 8 月 7 日平成

秋篠宮邸改修工事

東京都港区元赤坂（赤坂御用地内）

清水建設株式会社

東京都港区芝浦一丁目２番３号

建築一式工事

収納室ほか改修各一式

平成 21 年

30 日

8 月 8 日

16,800,000 円

平成 21 年 10 月



1 ：

2 ：

3 ：随 意 契 約 理 由

随意契約理由書

請 負 業 者 名 清水建設株式会社

工 事 件 名 東宮御所配管設備改修ほか第４回工事

本工事は，東宮御所配管設備改修ほか工事からの継続工事
であり，一体の施設の改修及び増築等を目的とする工事であ
る。

前回工事と本工事の施工者が異なる場合は瑕疵担保責任の
範囲が不明確になる等密接不可分な関係にあることから，一
貫した施工が技術的に必要と判断され，工期の短縮，経費の
節減，安全・円滑かつ適切な施工を確保するうえでも前回工
事施工者以外の者に施工させることが不利と認められるた
め。（会計法第２９条の３第４項）



1 契 約 年 月 日

2 請 負 業 者 名

3 請 負 業 者 の 住 所

4 工 事 件 名

5 工 事 場 所

6 工 事 種 別

7 工 事 概 要

8 工 期（自）

9 工 期（至）

10 請 負 金 額

落札率

11 予 定 価 格 円 円

見 積 金 額 円 円

76,125,000 円

平成 21 年 9 月 30 日

8 月 21 日平成 21 年

建築一式工事

東宮御所改修工事ほか各一式

清水建設株式会社

東京都港区芝浦一丁目２番３号

東宮御所配管設備改修ほか第４回工事

東京都港区元赤坂（赤坂御用地内）

随意契約調書

21 年 8 月 20 日平成

（税込み）

99.54 ％
76,125,000

（税抜き）

72,500,000

76,471,500 72,830,000



1 ：

2 ：

3 ：随 意 契 約 理 由

随意契約理由書

請 負 業 者 名 鹿島建設株式会社

工 事 件 名 東宮御所周辺施設整備ほか第２回工事

本工事は，東宮御所配管設備改修ほか工事からの継続工事
であり，一体の施設の改修及び増築等を目的とする工事であ
る。

前回工事と本工事の施工者が異なる場合は瑕疵担保責任の
範囲が不明確になる等密接不可分な関係にあることから，一
貫した施工が技術的に必要と判断され，工期の短縮，経費の
節減，安全・円滑かつ適切な施工を確保するうえでも前回工
事施工者以外の者に施工させることが不利と認められるた
め。（会計法第２９条の３第４項）



1 契 約 年 月 日

2 請 負 業 者 名

3 請 負 業 者 の 住 所

4 工 事 件 名

5 工 事 場 所

6 工 事 種 別

7 工 事 概 要

8 工 期（自）

9 工 期（至）

10 請 負 金 額

落札率

11 予 定 価 格 円 円

見 積 金 額 円 円

28,455,000 円

平成 22 年 3 月 31 日

10 月 8 日平成 21 年

建築一式工事

東宮御所周辺施設整備工事ほか各一式

鹿島建設株式会社東京建築支店

東京都港区元赤坂一丁目３番８号

東宮御所周辺施設整備ほか第２回工事

東京都港区元赤坂（赤坂御用地内）

随意契約調書

21 年 10 月 7 日平成

（税込み）

99.63 ％
28,455,000

（税抜き）

27,100,000

28,560,000 27,200,000



1 ：

2 ：

3 ：随 意 契 約 理 由

随意契約理由書

請 負 業 者 名 清水建設株式会社

工 事 件 名 東宮御所各所改修工事

本工事は，東宮御一家の御生活に支障をきたしている箇所
等を改修する工事である。

本工事は，東宮御一家の御生活に直接関わる箇所の改修工
事もあることから，御生活への影響を最小限とするため，御
留守期間等の限られた時間内に調査及び施工を完了し，既存
施設との意匠の整合性を厳しく求められ，確実に施工を完了
するためには，施設の形状等を熟知した者に施工させる必要
がある。

清水建設㈱は，平成２０年度から平成２１年度にかけて
行った東宮御所配管設備改修ほか工事を施工した会社であ
り，過去には東宮御所において，大規模改修や増築工事を施
工し，安全かつ適切な施工を確実に実施することができる唯
一の会社である。（会計法第２９条の３第４項）



1 契 約 年 月 日

2 請 負 業 者 名

3 請 負 業 者 の 住 所

4 工 事 件 名

5 工 事 場 所

6 工 事 種 別

7 工 事 概 要

8 工 期（自）

9 工 期（至）

10 請 負 金 額

落札率

11 予 定 価 格 円 円

見 積 金 額 円 円

（税込み）

99.73 ％
3,150,000

（税抜き）

3,000,000

3,158,400 3,008,000

随意契約調書

21 年 12 月 7 日平成

東宮御所各所改修工事

東京都港区元赤坂（赤坂御用地内）

清水建設株式会社

東京都港区芝浦一丁目２番３号

建築一式工事

東宮御所各所改修工事ほか各一式

平成 21 年

15 日

12 月 8 日

3,150,000 円

平成 22 年 1 月



1 ：

2 ：

3 ：随 意 契 約 理 由

随意契約理由書

請 負 業 者 名 株式会社山武

工 事 件 名 御所ほか自動制御設備改修工事

本工事は，御所・宮殿等の各建物に設置されている自動制
御設備の一部を改修する工事である。

当該自動制御設備は，各建物の空調設備等の運転を適切に
制御するための設備である。

本工事では，当該自動制御設備が関わる空調設備等の稼働
から停止まで一連の運転を正常に制御し，運転状態の監視も
常時できるよう製造者だけが持つ独自のデータに基づき調整
する必要がある。

従って，本工事では他社では知り得ない当該設備の詳細な
内部構造・特性などに精通し，製造時の技術資料やデータを
保有している製造者による施工が必要であり，他社では修理
後の試運転において当該設備が正常に機能していることを確
認し判断することが極めて困難であるため，当該設備を製造
したもの以外に施工させた場合，適切に動作しない等著しい
支障が生じる恐れがある。

㈱山武は，当該設備を設計・製造した会社であり，当該設
備を熟知した唯一の会社であるため。
（会計法第２９条の３第４項）



1 契 約 年 月 日

2 請 負 業 者 名

3 請 負 業 者 の 住 所

4 工 事 件 名

5 工 事 場 所

6 工 事 種 別

7 工 事 概 要

8 工 期（自）

9 工 期（至）

落札率

10 予 定 価 格 円 円

見 積 金 額 円 円

随意契約調書

21 年 12 月 9 日平成

御所ほか自動制御設備改修工事

東京都千代田区千代田（皇居内）

株式会社山武

東京都千代田区丸の内二丁目７番３号

管工事

御所ほか自動制御設備改修一式

平成 21 年 12 月 10 日

平成 22 年 3 月 30 日

（税込み） （税抜き）

11,487,000 10,940,000
95.97 ％

11,025,000 10,500,000



1 ：

2 ：

3 ：随 意 契 約 理 由

随意契約理由書

請 負 業 者 名 株式会社大林組

工 事 件 名 賢所等改修第９回工事

本工事は，東宮御一家の御生活に支障をきたしている箇所
等を改修する工事である。

本工事は，東宮御一家の御生活に直接関わる箇所の改修工
事もあることから，御生活への影響を最小限とするため，御
留守期間等の限られた時間内に調査及び施工を完了し，既存
施設との意匠の整合性を厳しく求められ，確実に施工を完了
するためには，施設の形状等を熟知した者に施工させる必要
がある。

清水建設㈱は，平成２０年度から平成２１年度にかけて
行った東宮御所配管設備改修ほか工事を施工した会社であ
り，過去には東宮御所において，大規模改修や増築工事を施
工し，安全かつ適切な施工を確実に実施することができる唯
一の会社である。（会計法第２９条の３第４項）

本件工事は，賢所等改修工事の継続工事である。
賢所等施設は，明治２１年に創建された築１１５年以上の

歴史を持つ，賢所，皇霊殿，神殿の総称である宮中三殿を中
心とした貴重な木造建築物であり，宮内庁が維持管理する最
も重要な施設の一つであるため，施工にあたっては，当庁に
おける施工実績を十分に有し，かつ，施工場所が皇居の特別
地域内にあることから，御動静等の際に支障をきたさぬよう
工事を中断するなどの臨機応変な現場対応ができる施工監理
能力を有すること等が必須の条件である。本件工事に先だっ
て行われた賢所等改修工事において，これまで賢所等施設の
主たる建築工事や御所等当庁における重要な施設の工事を請
け負った実績を有するなど，これらの条件を全て満たす㈱大
林組と随意契約を締結したものである。

また，本件工事は前回工事に引き続き施工される工事で，
前工事施工者に施工させた場合は経費の節減が確保できるこ
と，さらに，前工事と本件工事とが一体の施設の整備等を目
的とし，かつ，前工事と本件工事の施工者が異なる場合は，
瑕疵担保責任の範囲が不明確となる等密接不可分な関係にあ
るため，一貫した施工が技術的に必要とされる工事でもある
ため。（会計法第２９条の３第４項）



1 契 約 年 月 日

2 請 負 業 者 名

3 請 負 業 者 の 住 所

4 工 事 件 名

5 工 事 場 所

6 工 事 種 別

7 工 事 概 要

8 工 期（自）

9 工 期（至）

落札率

10 予 定 価 格 円 円

見 積 金 額 円 円

平成 22 年 31 日

1 月 27 日

3 月

平成 22 年

建築一式工事

改修工事一式

株式会社大林組東京本社

東京都港区港南２丁目１５番２号

賢所等改修第９回工事

東京都千代田区千代田（皇居内）

随意契約調書

22 年 1 月 26 日平成

231,735,000 220,700,000

231,000,000 220,000,000
99.68 ％

（税込み） （税抜き）



1 ：

2 ：

3 ：随 意 契 約 理 由

随意契約理由書

請 負 業 者 名 鹿島建設株式会社

工 事 件 名 東宮御所周辺施設整備ほか第３回工事

本工事は，東宮御一家の御生活に支障をきたしている箇所
等を改修する工事である。

本工事は，東宮御一家の御生活に直接関わる箇所の改修工
事もあることから，御生活への影響を最小限とするため，御
留守期間等の限られた時間内に調査及び施工を完了し，既存
施設との意匠の整合性を厳しく求められ，確実に施工を完了
するためには，施設の形状等を熟知した者に施工させる必要
がある。

清水建設㈱は，平成２０年度から平成２１年度にかけて
行った東宮御所配管設備改修ほか工事を施工した会社であ
り，過去には東宮御所において，大規模改修や増築工事を施
工し，安全かつ適切な施工を確実に実施することができる唯
一の会社である。（会計法第２９条の３第４項）

本件工事は，賢所等改修工事の継続工事である。
賢所等施設は，明治２１年に創建された築１１５年以上の

歴史を持つ，賢所，皇霊殿，神殿の総称である宮中三殿を中
心とした貴重な木造建築物であり，宮内庁が維持管理する最
も重要な施設の一つであるため，施工にあたっては，当庁に
おける施工実績を十分に有し，かつ，施工場所が皇居の特別
地域内にあることから，御動静等の際に支障をきたさぬよう
工事を中断するなどの臨機応変な現場対応ができる施工監理
能力を有すること等が必須の条件である。本件工事に先だっ
て行われた賢所等改修工事において，これまで賢所等施設の
主たる建築工事や御所等当庁における重要な施設の工事を請
け負った実績を有するなど，これらの条件を全て満たす㈱大
林組と随意契約を締結したものである。

また，本件工事は前回工事に引き続き施工される工事で，
前工事施工者に施工させた場合は経費の節減が確保できるこ
と，さらに，前工事と本件工事とが一体の施設の整備等を目
的とし，かつ，前工事と本件工事の施工者が異なる場合は，
瑕疵担保責任の範囲が不明確となる等密接不可分な関係にあ
るため，一貫した施工が技術的に必要とされる工事でもある
ため。（会計法第２９条の３第４項）

本工事は，東宮御所周辺施設整備ほか工事からの継続工事
であり，東宮御所周辺施設建物の延焼防止防火対策工事を目
的とする工事である。

前回工事と本工事の施工者が異なる場合は瑕疵担保責任の
範囲が不明確になる等密接不可分な関係にあることから，一
貫した施工が技術的に必要と判断され，工期の短縮，経費の
節減，安全・円滑かつ適切な施工を確保するうえでも前回工
事施工者以外の者に施工させることが不利と認められるた
め。（会計法第２９条の３第４項）



1 契 約 年 月 日

2 請 負 業 者 名

3 請 負 業 者 の 住 所

4 工 事 件 名

5 工 事 場 所

6 工 事 種 別

7 工 事 概 要

8 工 期（自）

9 工 期（至）

10 請 負 金 額

落札率

11 予 定 価 格 円 円

見 積 金 額 円 円

4,179,000
99.30 ％

随意契約調書

22 年 2 月 26 日平成

東宮御所周辺施設整備ほか第３回工事

東京都港区元赤坂（赤坂御用地内）

鹿島建設株式会社東京建築支店

東京都港区元赤坂一丁目３番８号

建築一式工事

車庫・事務室棟近隣施設延焼防止対策一式

平成 22 年

31 日

2 月 27 日

3 月平成 22 年

4,357,500 4,150,000

4,357,500 円

（税込み） （税抜き）

4,387,950



1 ：

2 ：

3 ：随 意 契 約 理 由

随意契約理由書

請 負 業 者 名 清水建設株式会社

工 事 件 名 秋篠宮邸造り付け家具取設ほか工事

本工事は，東宮御一家の御生活に支障をきたしている箇所
等を改修する工事である。

本工事は，東宮御一家の御生活に直接関わる箇所の改修工
事もあることから，御生活への影響を最小限とするため，御
留守期間等の限られた時間内に調査及び施工を完了し，既存
施設との意匠の整合性を厳しく求められ，確実に施工を完了
するためには，施設の形状等を熟知した者に施工させる必要
がある。

清水建設㈱は，平成２０年度から平成２１年度にかけて
行った東宮御所配管設備改修ほか工事を施工した会社であ
り，過去には東宮御所において，大規模改修や増築工事を施
工し，安全かつ適切な施工を確実に実施することができる唯
一の会社である。（会計法第２９条の３第４項）

本件工事は，賢所等改修工事の継続工事である。
賢所等施設は，明治２１年に創建された築１１５年以上の

歴史を持つ，賢所，皇霊殿，神殿の総称である宮中三殿を中
心とした貴重な木造建築物であり，宮内庁が維持管理する最
も重要な施設の一つであるため，施工にあたっては，当庁に
おける施工実績を十分に有し，かつ，施工場所が皇居の特別
地域内にあることから，御動静等の際に支障をきたさぬよう
工事を中断するなどの臨機応変な現場対応ができる施工監理
能力を有すること等が必須の条件である。本件工事に先だっ
て行われた賢所等改修工事において，これまで賢所等施設の
主たる建築工事や御所等当庁における重要な施設の工事を請
け負った実績を有するなど，これらの条件を全て満たす㈱大
林組と随意契約を締結したものである。

また，本件工事は前回工事に引き続き施工される工事で，
前工事施工者に施工させた場合は経費の節減が確保できるこ
と，さらに，前工事と本件工事とが一体の施設の整備等を目
的とし，かつ，前工事と本件工事の施工者が異なる場合は，
瑕疵担保責任の範囲が不明確となる等密接不可分な関係にあ
るため，一貫した施工が技術的に必要とされる工事でもある
ため。（会計法第２９条の３第４項）

本工事は，東宮御所周辺施設整備ほか工事からの継続工事
であり，東宮御所周辺施設建物の延焼防止防火対策工事を目
的とする工事である。

前回工事と本工事の施工者が異なる場合は瑕疵担保責任の
範囲が不明確になる等密接不可分な関係にあることから，一
貫した施工が技術的に必要と判断され，工期の短縮，経費の
節減，安全・円滑かつ適切な施工を確保するうえでも前回工
事施工者以外の者に施工させることが不利と認められるた
め。（会計法第２９条の３第４項）

本工事は，秋篠宮邸において収納スペースの確保のため，
造り付け家具の設置を行う工事である。

本工事の施工場所は，宮邸内における御生活に直接関わる
部分であるため，御生活への影響を最小限にとどめつつ，御
留守中を含め御在殿中にも調査及び施工を完了することを求
められ，また既存施設との意匠の整合性を保ち，確実に施工
を完了するため，施設の形状等を熟知し，高度な施工管理能
力を持った者に施工させる必要がある。

清水建設㈱は，当該施設の新築（旧秩父宮邸）及び増築・
改修（秋篠宮邸）工事を施工した実績を有し，工期の短縮，
安全・円滑かつ適切な施工を確実に実施することができる唯
一の会社であるため。（会計法第２９条の３第４項）



1 契 約 年 月 日

2 請 負 業 者 名

3 請 負 業 者 の 住 所

4 工 事 件 名

5 工 事 場 所

6 工 事 種 別

7 工 事 概 要

8 工 期（自）

9 工 期（至）

10 請 負 金 額

落札率

11 予 定 価 格 円 円

見 積 金 額 円 円10,395,000 9,900,000

10,395,000 円

（税込み） （税抜き）

10,399,200

平成 22 年 31 日

3 月 11 日

3 月

平成 22 年

建築一式工事

造り付け家具取設ほか一式

東京都港区元赤坂（赤坂御用地内）

清水建設株式会社

東京都港区芝浦一丁目２番３号

日平成

秋篠宮邸造り付け家具取設ほか工事

9,904,000
99.95 ％

随意契約調書

22 年 3 月 10
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